
１１．．ははじじめめにに

国指定の重要文化財建造物のうち民家（多くは近世以

前の農家と町家）は 400 軒注 1）近くあり、その約 60％が

現在も個人所有注 2)である。重文民家の保全には、大規模

修理のほか、建物の小修理に加え、建具の保全、清掃、

敷地内の草刈りや落ち葉処理、庭木の剪定、セキュリテ

ィ対応など多岐にわたる日常的な管理が重要であるが、

日常管理の多くは所有者の自助で行われている。しかし、

筆者らによる調査（2019 年）文 1）では、所有者の高齢化

にともない、維持管理の経済的・体力的負担が大きく、

個人での管理を断念して自治体移管を考える所有者が既

に 20％近くを占めるなど、自助による日常管理が困難な

傾向がみられた。また、著者らが所有者に行った事例調

査では、日常管理への公的補助は市町村での格差がみら

れ、少額の補助金支給に留まる事例が見られた文 2）。改正

文化財保護法（2019 施行）では地域社会で文化財を文え

る仕組みづくりの重要性が提唱されたが、保存会などの

 
 

共助組織を持つ重文民家は多くはなく文 3）、今後の維持管

理の引継ぎ文 4）や公開・活用も課題になっている。

 重文民家に関する先行研究は、歴史的建造物としての

建築様式や架構の特色、解体修理や保全技術のハード面

の研究が建築学会論文等で多数蓄積されてきた文 5）。また、

歴史的建造物の活用については、文化庁の「NPO 等に

よる文化財建造物管理活用の自立支援モデル事業」注 3）

に事例がみられるが、家族が住み続けることを重要な活

用であるとする個人所有重文民家には当てはまりにくい。

個人所有重文民家については、水回り部分に着目した活

用実態の一連の調査研究文 6）がユニ－クな視点を持つ研

究であるが、居住者側からの課題を捉えたものではない。 
『重文民家と生きる』（全国重文民家の集い編）文 7）が

重文民家の所有者側から日常管理や継承の課題を明確に

示しているが、学術調査に基づくものではない。また、

奈良文化財研究所『木造建造物の保存修復のあり方と手

法』文 8）では、大野が重文民家の日常的な維持管理への

個人所有重文民家の修理および維持管理費用の実態と課題
－重文民家の所有者を対象とした調査から－
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図図２２  当当主主とと家家族族ららのの居居住住場場所所  NN＝＝112211  

ഛのᚲ要性を指᦬したが、それに応える継ᩚ࣒ࣛࢢࣟࣉ

続的な研究はその後行われていない。 
わが国では重文民家を管理する所有者の≧ἣや日常管

理の実態をᢕᥱする全国規模の公的調査が行われていな

い。この点を㋃まえ、筆者らは重文民家の持続的な保全

には、管理を担う所有者の実態ᢕᥱが重要と考え、2012
年から調査をはࡌめ、住まい手側から重文民家の維持管

理と活用、継承の基♏的課題のᢕᥱにྲྀり組ࢇできた。 
今後の重文民家の持続ྍ⬟な継承に向けて、現≧の自

助を中ᚰとする日常管理を支えるためには、さらなる公

助のほか、地域や一⯡市民の༠力も視野にධれた共助が

ᚲ要になっていると考えられる。しかしながら、これま

で、重文民家の大規模修⧋や、日常管理や公開の具体的

な費用負担の実態について、所有者の立ሙから全国的に

ᢕᥱした調査研究がなされていない。そこで、本✏は、

今後の個人所有重文民家の維持管理の継続をどう支える

かを᳨ウするために、所有者を対㇟に実施した「重文民

家の費用負担について」の࢔ンࢺ－ࢣ調査⤖ᯝから、重

文民家の大規模修理、日常管理、公開費用の負担の実態

を明らかにし、その課題を考ᐹする文 9）。 
 
２２．．研研究究のの方方法法  

筆者らが学術会員として所ᒓする「特定㠀Ⴀ฼活ື法

人 全国重文民家の集い」注 4)に、重文民家の所有者らと

学術会員による「重文民家の維持管理費用調査࢙ࢪࣟࣉ

クࢳࢺ－࣒」を立ちୖ࢔、ࡆンࢺ－ࢣ調査を実施した。

全国の個人所有（所有者が代⾲の財ᅋ法人所有管理を一

部ྵࡴ）とุ断される 221 住Ꮿを対㇟に、2021 年 12 ᭶

に調査⚊を㒑㏦し注 5)、2022 年 1 ᭶ᮎを回⟅ᮇ㝈にした

⤖ᯝ、121 住Ꮿの所有者（当୺࠾よࡧ、実㉁ୖ、当୺に

代わる家族をྵࡴ）から回⟅をいたࡔいた。本✏でᢅう

୺な調査㡯目は、重文民家の維持管理≧ἣ、大規模修理

と日常管理、公開に関わる費用負担についてである注 6）。 
 
３３..  当当主主とと重重文文民民家家のの維維持持管管理理のの状状況況  

回⟅住Ꮿの 75.2％が「個人所有・個人（家族）管理」

であるが、「ูにᬽらす家族やぶ族が管理する」や「自治

体が管理する」住Ꮿが少数ながらあることがわかる。ま

た、「所有者がタ⨨の財ᅋ法人が所有・管理」は 5.8％（7
住Ꮿ）であった（⾲㸯）。 
当୺注 7）の年齢は 70 ṓ代が᭱も多く、全体の 33.1%を

占める。60 ṓ代以ୖの当୺が全体の 86.8％にୖり、高

齢化が㢧著である（ᅗ㸯）。ࢇࡔࡩ重文民家を維持管理す 

る家族やぶ族は、「2 人」が全体の 52.1%、ついで「1 人」

が 21.5％と୧者で 73.6％にのࡰった。また、保存会やᏲ

る会などの支援組織を持つ住Ꮿは 15.㸵％にすぎࡎ、保

存会はないが࣎ࣛンティ࢔組織を持つ住Ꮿが 5.0％で、

保存会や࣎ࣛンティ࢔組織を持たない住Ꮿが 67.8％を

占めた（その௚・↓回⟅ 11.5％）。共助組織をもたࡎ、

高齢の当୺と家族が少人数で、重文民家の維持管理を行

うࢣーࢫが多くを占めることが確ㄆされた（ᅗ⾲␎）。 
当୺と家族の居住ሙ所についてᑜࡡた⤖ᯝ、「重文指定

の୺ᒇに住22.3「ࡴ％、「㞳れや管理Ჷに住ࡴ」が 29.8％
で、重文民家がある敷地内に居住が全体の 52.1％を占め

た。「近᥋するู住Ꮿに住ࡴ」が 20.7％である。重文民

家とྠࡌ市町村、ྠࡌ都㐨ᗓ┴、ูの都㐨ᗓ┴など、

25.7％がู地に住ࢇでいる。その約༙数は重文民家とは

ูの都㐨ᗓ┴にᬽらしながらの㐲㝸管理である（ᅗ 2）。 
1970 年代に重文指定をཷけた住Ꮿが 49.6％を占め、

1960 年代以前の指定をྵめると 76.8％は重文指定から 
  
表表 11  調調査査対対象象住住宅宅のの維維持持管管理理のの状状況況    単単位位％％、、（（  ））内内実実数数  

 

  

表表２２  調調査査対対象象住住宅宅のの重重文文指指定定年年        NN==112211、、（（  ））内内実実数数  
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����㸦�㸧 �����㸦��㸧49.6%(60) 1.6%(2) 8.3%(10) 11.6%(14) 1.6%(2)

図図 11  当当主主のの年年齢齢  NN==112211  
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少なくとも 40 年㹼50 年近くが経㐣している（⾲ 2）。そ

れと┦まって、現当୺の᫬代に重文指定をཷけた住Ꮿは

20 住Ꮿ（16.5％）にすぎない。約 83％の住Ꮿで重文指

定以後に一ᗘまたは஧ᗘの代᭰わりがⓎ生し、ᅗ㸱に示

すように、現在では子どもやᏞ世代が、重文民家の維持

管理を引き継いでいることがわかる。 
現在の重文指定⠊ᅖは、「୺ᒇに加え、㞳れ・ᅵⶶ・㛗 

ᒇ㛛・ᅵሟなどの௜ᒓ建物をྵめて、敷地全体（敷地指 
定）」が 30.6％（37 住Ꮿ）、「୺ᒇに加え、㞳れ・ᅵⶶ・ 
㛗ᒇ㛛・ᅵሟなどの௜ᒓ建物の一部（敷地指定ではない）」 
が 21.5％（26 住Ꮿ）、「୺ᒇのみの指定」が 38.0％（45 
住Ꮿ）である（⾲㸱）。「୺ᒇに加え、㞳れ・ᅵⶶ・㛗ᒇ 
㛛・ᅵሟなどの௜ᒓ建物の一部（敷地指定ではない）」 
（26 住Ꮿ）のうち༙数の 13 住Ꮿ、「୺ᒇのみ指定」では 
㸴住Ꮿで、重文指定እの歴史的建造物を有すると回⟅が 
あった。重文指定以እの歴史的建造物を修理する際には 
国からの補助金はない。 
 
䠐䠐..  ኱኱つつᶍᶍಟಟ理理䛻䛻䛴䛴䛔䛔䛶䛶  

11））኱኱つつᶍᶍಟಟ理理のの㈝㈝⏝⏝  

 過去に主屋や附属屋の解体修理や屋根の葺替え工事な

どの大規模修理工事（おおむね 1,000万円以上）を経験した

住宅は 101 住宅であった。大規模修理工事費用に対する国

からの補助率は通常、工事額の 80％または 85％と定められ

ており、残りを地方自治体（都道府県および市町村）と所有

者で分担することが多い。よって、所有者の自己負担額は工

事総額の 10％以内となるケースが多い注 8）。 

大規模修理工事の自己負担額の回答があった 80 住宅に

ついて、大規模修理工事総額と自己負担額の関係を示した

（図４）。全体としては、工事総額は「5,000 万円～1 億円未

満」が 22 住宅と最も多いが、工事総額が 1 億円以上かかっ

た住宅が 80住宅の内 43住宅を占め、半数を超えている。そ

れにともない、所有者の負担率としては 10％以内であったと

しても、自己負担額の総額が 1,000 万円を超える高額負担

が 34 住宅（42.5％）で発生している（図４の太枠部分）。 

 また、図５から、大規模修理工事総額と工事回数の両者に

回答があった 87 住宅についてみると、工事の費用総額が大

きいほど、平均工事回数が多くなる傾向がみられた。このこと

は、大規模修理工事が重なることにより、所有者の負担総額

が増えることを示している。建物の経年劣化にともない、大規

模修理工事は今後も行われる可能性があるため、高齢の現

当主だけではなく、今後に維持管理を引き継ぐ者への大きな

経済的負担が発生することが懸念される。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図図 55  ኱኱つつᶍᶍಟಟ理理ののᕤᕤ஦஦⥲⥲㢠㢠ととᖹᖹᆒᆒᕤᕤ஦஦ᅇᅇ数数（（NN==8877））        

図図 44  ኱኱つつᶍᶍಟಟ理理のの⥲⥲㢠㢠（（⦪⦪㍈㍈））とと⮬⮬ᕫᕫ㈇㈇ᢸᢸ㢠㢠  （（NN==8800、、単単位位䠖䠖௳௳数数））  

        ኴኴᯟᯟ䛿䛿⮬⮬ᕫᕫ㈇㈇ᢸᢸ䠍䠍䠈䠈000000 ୓୓෇෇௨௨ୖୖのの䜿䜿䠉䠉䝇䝇  

  

表表３３  重重文文指指定定のの⠊⠊ᅖᅖ  NN==112211  ((    ))内内実実数数    

図図 33  重重文文指指定定᫬᫬ᮇᮇとと指指定定᫬᫬のの当当主主((NN==111199))  
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22））኱኱つつᶍᶍಟಟ理理䛻䛻䜘䜘䜛䜛⏕⏕άάのの場場のの⛣⛣ືື  

解体修理をక䛖よ䛖な大規模修理は工事ᮇ㛫が㛗く、䠎年 

～䠏年をせするሙྜもᑡなくない。大規模修理工事によって、

それまでᬽらしていた重ᩥᣦ定の主屋➼から生άのሙを⛣

ືしたと回答した住宅は 50 ௳あった。その内ヂは、「ᩜ地内

の管理Ჷに生άのሙを⛣した」が 21 ௳（42％）、「㞄᥋地に

ู住宅を᪂⠏して生άのሙを⛣した」が䠓௳（14％）、「以๓

からあったู住宅に⛣ືした」が 18 ௳（36％）で、未回答が４

௳である。さらに「ᩜ地内の管理Ჷに生άのሙを⛣した」21

௳についてみると、図䠎の当主とᐙ᪘のᒃ住ሙ所で「ᩜ地内

の管理Ჷや㞳れに住䜣でいる」が 15 ௳を占めた。現ᅾ、管

理Ჷや㞳れに住䜣でる事౛には、大規模修理工事がきかっ

けになったケースがᑡなくないことが❚える。 

 生άのሙを⛣した理⏤を」数回答でᑜねたとこ䜝（⾲４）、

回答があった 50 住宅では大規模修理工事ᮇ㛫୰の生άの

ሙの☜ಖが 64％で最も多いが、「根ᮏ修理により᫇のጼに

᚟ཎされ、現௦の生άができなくなったから」が 48％を占め

る。根ᮏ修理で᚟ཎをక䛖大規模修理工事によって、それま

では住まいであった主屋から生άのሙを⛣ື䛫ね䜀ならなく

なったケースが発生したことがわかる注 9）。 

表表䠐䠐  ኱኱つつᶍᶍಟಟ理理䛻䛻䜘䜘䜚䜚⏕⏕άάのの場場䜢䜢⛣⛣ືື䛧䛧䛯䛯理理⏤⏤（（NN==5500 」」数数ᅇᅇ⟅⟅））  

⏕άのሙを⛣ືした理⏤ 㸣㸦ࠉ㸧実ᩘ

኱つᶍ修理の㛫ࠊఫࡴሙ所ࡀᚲせにࡗ࡞たから ����㸣㸦��㸧

᰿ᮏ修理によ᫇ࡾのጼに᚟ཎࠊࢀࡉ⌧௦の⏕άࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ
たからࡗ࡞

����㸣㸦��㸧

修理ᚋはぢᏛ者ࡀቑࠊ࠼家᪘のࡀ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉಖ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
たから

����㸣㸦��㸧

ᙜ᫬ࠊ重文民家の᚟ཎには᩿⇕ᮦ࡝࡞を౑ࠊࡎ࠼෤のᐮࡀࡉ
ཝし࠸の࡛

����㸣㸦��㸧

௙஦ࡸ家᪘の⏕άのኚ໬に対ᛂࡿࡍため ����㸣㸦��㸧

の௚ࡑ ����㸣㸦��㸧

 

55．．᪥᪥ᖖᖖ管管理理のの㈝㈝⏝⏝䛻䛻䛴䛴䛔䛔䛶䛶  

 重文民家の建物の維持管理には、㝖草、庭木の剪定、

㜵ⅆタഛ点᳨、㞷㝆ࢁしなど維持管理にかかわってのᜏ

常的な費用がⓎ生する。年㛫の日常管理にかかる費用に

ついて 14 㡯目をୖࡆてᑜࡡた⤖ᯝ（ᅗ㸴）、多い㡯目か

ら㡰に「㜵⅏タഛ費や点᳨費」（83.9％）と「庭のᶞ木の

定、庭木の管理」（83.1％）、「⎔ቃᩚഛ（㝖草・落ちࢇࡏ

葉・➉⸭など）」（75.4％）がୖがった。ついで「建具や

␚の保全・㍍ᚤな補修」（45.8％）、「建物や敷地、㥔㌴ሙ

の清掃管理費」（33.9％）が続いた。ᾘⅆタഛなどの「㜵

⅏タഛ費や点᳨費」は文化財に୙ྍḞなものであり、௚

には庭木の剪定や敷地の⎔ቃᩚഛの費用がほࡰ共㏻する

費用負担となっている。 

 2020 年ᗘに日常管理にかかった費用（ᅗ㸵）をみると、

20 ୓෇ᮍ‶がྜィ 23.1％を占める一方で、年㛫 100 ୓

෇以ୖを要した住Ꮿもある（回⟅数 108 住Ꮿ）。重文民

家は、㛗ᒇ㛛、」数のᅵⶶや㞳れなど㝃ᒓᒇが」数Ჷあ

ることが多い。日常管理費用と敷地内のある歴史建造物

のᲷ数との関ಀをみると、1 Ჷ（୺ᒇのみ）のሙྜとẚ

建造物のᲷ数が多くなると日常管理費がቑ加する傾、࡭

向がみられる。Ჷ数が 6 Ჷ以ୖでは、100 ୓෇以ୖかか

るࢫ－ࢣが目立つ（ᅗ㸶）。建物Ჷ数が多いと、その分、

敷地面積がᗈくなり、⎔ቃᩚഛや庭木の剪定費用などが

ቑ加することが要ᅉではないかと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図図䠒䠒  ᪥᪥ᖖᖖ管管理理のの内内ᐜᐜ（（NN==111188  」」数数ᅇᅇ⟅⟅））  

  図図䠓䠓  ᪥᪥ᖖᖖ管管理理䛻䛻䛛䛛䛛䛛䛳䛳䛯䛯㈝㈝⏝⏝（（22002200 年年ᗘᗘ））  NN==110077  単単位位％％  

図図䠔䠔  ṔṔྐྐⓗⓗᘓᘓ㐀㐀≀≀ののᲷᲷ数数とと᪥᪥ᖖᖖ管管理理㈝㈝⏝⏝（（22002200 年年ᗘᗘ））NN==110022  
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おおࡡࡴ
༑ศ

୙༑ศࡸࡸ
かࡾ࡞
୙༑ศ

の௚ࡑ ↓ᅇ⟅ ྜィ

13 25 57 4 4 103

12.6% 24.3% 55.3% 3.9% 3.9% 100

⿵ຓ㔠㢠㸦ᖺ㛫㸧 㒔㐨ᗓ┴㸦1 ��� ᕷ⏫ᮧ�1 ���

㸰୓෇ᮍ‶ 13.9%(10) 19.2%(15)

㸰୓෇㹼㸳୓෇ᮍ‶ 26.4%(19) 16.7%(13)

㸳୓෇㹼��୓෇ᮍ‶ 13.9%(10) 6.4%( 5)

��୓෇㹼��୓෇ᮍ‶ 13.9%(10) 20.5%(16)

��୓෇ྎ 11.1%( 8) 11.5%( 9)

��୓෇ྎ  5.5%( 4) 15.4%(12)

��୓෇௨ୖ 15.3%(11) 10.3%( 8)

 また、ᅗ㸰でみた当୺や家族の居住ሙ所と日常管理費

用（2020 年ᗘ）との関ಀをみると、当୺や家族が重文指

定の୺ᒇに居住するሙྜは、管理Ჷや㞄᥋住Ꮿ、ู地に

居住のሙྜよりも「20 ୓෇ᮍ‶」の๭ྜが高く、47.8％
を占めた（⾲㸳）。これは、当୺家族が日常的に住みなが

ら維持管理を自らの手で行っていることが費用の๐ῶに

少なからࡎ関୚しているためではないかと考えられる。 
日常管理にかかる費用の᤬ฟ先は、高齢の当୺が多い

ことを཯ᫎして「年金」（52.9％）が᭱多を占め、「給୚・

自Ⴀなどの自ᕫ཰ධ」「㏥⫋金・㡸㈓金」が続く。「ධ㤋

ᩱやႚⲔなど重文民家の公開や活用でᚓられる཰ධ」を

費用の᤬ฟ先として⟅えた住Ꮿは、回⟅した 119 住Ꮿの

うち 19.3％に㐣ぎない（ᅗ㸷）。 
 日常管理費用（小修理ྵࡴ）については、70％以ୖの

住Ꮿが都㐨ᗓ┴と市町村からの補助金をఱらかの形でཷ

けているが、どちらからも補助金をཷけていないと回⟅

した住Ꮿが 12.7％（15 住Ꮿ）あった（⾲㸴）。⾲㸵は、

具体的な補助金額の回⟅があった住Ꮿについて、その金

額をᩚ理したものである。補助金額は 1 ୓෇ᮍ‶の少額

から 100 ୓෇を㉸える事例もあった。都㐨ᗓ┴は「2 ୓

෇㹼5 ୓෇ᮍ‶」が 26.4％、市町村は「10 ୓෇㹼20 ୓

෇ᮍ‶」の補助金額が 20.5％で᭱も多い。補助金額 10
୓෇ᮍ‶が、都㐨ᗓ┴ではィ 54.2％、市町村はィ 42.3％
を占める。一方で 20 ୓෇以ୖのࢣーࢫが都㐨ᗓ┴でィ

31.9％、市町村でィ 37.2％あり、補助金額に差␗が大き

いことが❚える。これは、個ࠎの重文民家の規模や建造

物数の㐪いがあることを考៖したとしても、所在する都

㐨ᗓ┴や市町村によって、重文民家への補助金対応がか

なり␗なる実態を示している。補助金額の実態を཯ᫎし

て、都㐨ᗓ┴や市町村からの補助金額の‶㊊ᗘを所有者

にᑜࡡた⤖ᯝでは、「ࡡࡴ࠾࠾༑分である」との回⟅は少

なく、「かなり୙༑分」が༙数以ୖを占めた（⾲㸶）。 
また、図 10 に示すよ䛖に、「体ຊ的な負担が大きく、所有

者やᐙ᪘が᪥常管理を行䛖のが㞴しくなってきている」と

57％が回答している。当主の高齢化にともない、経済的負担

にຍえて、ປົసᴗの体ຊ的負担もㄢ㢟になっている。 

 

䠒䠒．．බබ㛤㛤䞉䞉άά⏝⏝のの㈝㈝⏝⏝䛻䛻䛴䛴䛔䛔䛶䛶  

文化財保護法文 10）には、「文化財の所有者は、文化財が

㈗重な国民的財⏘であることを自ぬし、これを公共のた

めに大ษに保存するとともに、できるࡔけこれを公開す

る等その文化的活用にົめなけれࡤならない」とグされ

ている。⾲㸷から公開≧ἣ（ࢼࣟࢥ⚝のᮇ㛫や修理中を 
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㒔㐨ᗓ┴から
の⿵ຓ㔠ࡾ࠶

ᕷ༊⏫ᮧから
の⿵ຓ㔠ࡾ࠶

⿵ຓ㔠はฟࡿ
࠸ㄳし࡚⏦ࡀ

࠸࡞

㒔㐨ᗓ┴ࡶᕷ
༊⏫ᮧからࡶ
⿵ຓ㔠࠸࡞ࡀ ྜィ

85 89 4 15 118

72.0% 75.4% 3.4% 12.7% 100.0%

図図䠕䠕  ᪥᪥ᖖᖖ管管理理㈝㈝⏝⏝のの᤬᤬ฟฟඛඛ（（NN==111199 」」数数ᅇᅇ⟅⟅））  
 

表表䠑䠑  当当主主のの居居住住場場所所とと᪥᪥ᖖᖖ管管理理㈝㈝⏝⏝（（22002200 年年ᗘᗘ  NN==110055））  

表表䠒䠒  㒔㒔㐨㐨ᗓᗓ┴┴䜔䜔ᕷᕷ⏫⏫ᮧᮧ䛛䛛ららのの᪥᪥ᖖᖖ管管理理䜈䜈のの⿵⿵ຓຓ㔠㔠（（」」数数ᅇᅇ⟅⟅））  

 

表表 88  㒔㒔㐨㐨ᗓᗓ┴┴䜔䜔ᕷᕷ⏫⏫ᮧᮧ䛛䛛ららのの⿵⿵ຓຓ㔠㔠䜈䜈のの‶‶㊊㊊ᗘᗘ  

図図 1100  ᪥᪥ᖖᖖ管管理理ປປົົ䜈䜈ののయయຊຊⓗⓗ㈇㈇ᢸᢸឤឤ（（NN==112211））  

表表䠓䠓  㒔㒔㐨㐨ᗓᗓ┴┴ととᕷᕷ⏫⏫ᮧᮧ䛛䛛ららのの⿵⿵ຓຓ㔠㔠㢠㢠    （（  ））内内実実数数  
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い」との回答が 17.6％、また「ಖᏑ఍➼はないが䝪䝷䞁䝔䜱䜰

⤌⧊あり」ではྠ䛨く16.7％あったのに対し、「ಖᏑ఍も䝪䝷䞁

䝔䜱䜰⤌⧊」もないሙྜは 32.3％であった（⾲ 10）。このことか

ら、所有者の高齢化がⴭしいことから、所有者ᐙ᪘だけでは

ぢᏛ以እのබ㛤䜲䝧䞁䝖やά用のᐇ᪋がᅔ㞴であるが、ಖ

Ꮡ఍などによる地ᇦのᨭ᥼があれ䜀、所有者の負担がない

⠊ᅖでのබ㛤やά用のさらなる可能性はあるのではないか

と⪃えられる。 

  

䠓䠓..  䜎䜎とと䜑䜑䠖䠖ಶಶேே所所᭷᭷重重文文民民家家のの኱኱つつᶍᶍಟಟ理理、、䛚䛚䜘䜘䜃䜃維維持持管管  

理理㈇㈇ᢸᢸ➼➼ののㄢㄢ㢟㢟とと⪃⪃ᐹᐹ  

  以上、ಶே所有重ᩥẸᐙの大規模修理、᪥常管理、බ

㛤䞉ά用に関わる費用負担のᐇែを示したが、そこからᚓら

れたㄢ㢟に対し、今後の方向性を⪃ᐹしたい。 

1）当主は 70 ṓ௦を୰ᚰに 60 ṓ以上がṤどを占め、ᑡே数 

で重文民家を維持管理している現≧がある。重文指定か

ら 40 年㹼50 年以ୖが経㐣し、Ṥどの住Ꮿで 1 ᗘ以ୖの

代᭰わりがⓎ生している。重文指定によって、その後、

子どもやᏞの世代まで維持管理の㈐ົが継続する。 
2)大規模修理工事では国や自治体の補助により、所有者

の負担は㏻常 10％以ୗになるが、」数回の大規模修理に

より所有者の負担⥲額が高額になるࢣーࢫがฟている。

大規模修理工事は工事費用⥲額が大きいので、高齢者が

多い所有者の負担を考៖すると、所有者の負担๭ྜのタ

定ࡔけではなく、費用負担⥲額のୖ㝈のタ定もᚲ要では

ないかと考えられる。 
3)ẖ年、ᜏ常的にかかる日常管理の費用も負担となって

いる。建物数が多いほど日常管理費もቑ加する。しかし、

日常管理への補助金は自治体により差␗が大きく、補助

金対応がⓙ↓の自治体もある。重文民家が所在する自治 
体に関わらࡎ、かかった費用に対し、一定⛬ᗘの補助金

がᚓられるような仕組みの᳨ウもᚲ要であࢁう。 
4)大規模修理をきかっけに、既にู住Ꮿに生活のሙを移

している所有者にとっては、日常の住まいではなくなっ

た重文民家の日常管理をどの⛬ᗘまで所有者のດ力で行

うかも、今後のḟ世代継承の中では考えていく࡭き課題 
とᛮわれる。 

 
 
 
 
 
 
5)80％近くの住Ꮿが公開に応ࡌているが、公開にも一定 
の費用がかかっている。例えࡤ、一定の日数以ୖの公開

をする住Ꮿには、ఱらかの補助を᳨ウするᚲ要があࢁう。

また、公開・活用を㐍めるには、高齢の所有者家族ࡔけ

では難しく、地域の支援がᚲ要と考えられる。 
  
重文指定から༙世⣖が経㐣する住Ꮿが多いなかで、重

文指定当ึとは所有者の生活の≧ἣがኚわっているほか、

㐣␯化の㐍行など、重文民家を支える地域社会の≧ἣも

大きくኚ化していると考えられる。今後、重文指定᫬の

当୺のᏞ世代、さらには᭯Ꮮ世代へと、㛗ᮇにわたって

重文民家を引き継いでいくためには、大規模修理、日常

管理、公開の経費などを⥲ྜ的に㛗ᮇ的な視野で維持管

理ィ⏬の見㏻しを立てることが重要とᛮわれる。さらに、

社会᝟ໃのኚ化に応ࡌて、継承者の事᝟を㋃まえた維持

管理方法の᳨ウ、費用負担の㍍ῶ⟇のさらなる᳨ウのほ

か、維持管理や修理ィ⏬についてᑓ㛛家に┦ㄯしやすい

体ไをᩚえることも重要と考える。 
 

࠙注㔘ࠚ 

1)文化庁の国指定文化財等デーࢱベーࢫでは、建造物の建築᫬ᮇによっ

て、近世以前と近代以㝆に分㢮している。2021 年 5 ᭶⟅⏦᫬点で、近

世以前の「民家」は 358 ௳である。近代以㝆については、民家は「住居」

(117 ௳)の中に分㢮される。そこには近代࿴㢼住Ꮿやὒ㤋等がྵまれ、

農家や町家形式の住Ꮿは一部である。 

2）約 40％は個人での維持管理ができなくなり、公有化されたもので、 

多くのሙྜは「ᪧࠐࠐ家住Ꮿ」というྡ⛠で࿧ࡤれている。自治体がも

との所在地で所有・管理する事例のほか、民家ᅬや㢼ᅵグのୣなどに移

築され、野እᒎ示物として活用されるものがある。 

3）文化庁では，平ᡂ 28 年ᗘ（2016）から「NPO 等による文化財建造

物管理活用の自立支援モデル᳨ウ事業」を実施している。これは，特定

㠀Ⴀ฼活ື法人や市民ᅋ体等が提᱌する文化財建造物の自立した維持

管理と積ᴟ的な活用をᅗる事業᱌のうち，実現性や具体性，自立的なⓎ

ᒎ性にඃれたものを㑅定して，文化庁の「自立支援事業」としてጤクし

て実施するものである。 

4）「特定㠀Ⴀ฼活ື法人 全国重文民家の集い」は、1977 年に重文民

家の所有者らによりタ立され、2007 年に特定㠀Ⴀ฼活ື法人となった。 
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の௚ࡑ ぢᏛ௨እの

ࡸࢺࣥ࣋࢖

ά用はし࡚

࠸࡞࠸

ಖᏑ఍➼ࡾ࠶㸦��㸧 17.6 0.0 23.5 64.7 52.9 23.5 17.6 11.8 11.8 17.6

㸦�㸧ࡳの⧊⤌࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ 16.7 0.0 16.7 16.7 66.7 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7

ಖᏑ఍࣭࣎ࣛࣥ࡞࢔࢕ࢸし㸦��㸧 6.2 3.1 10.8 18.5 43.1 9.2 13.8 10.8 9.2 32.3

表表 1100  ಖಖᏑᏑ఍఍➼➼のの᭷᭷↓↓ととබබ㛤㛤状状況況    ((NN==8888、、単単位位％％))  

  

  

  

  

බබ㛤㛤䛷䛷ᚓᚓらら䜜䜜䜛䜛㈝㈝⏝⏝（（NN＝＝9944））  

බබ㛤㛤のの䛯䛯䜑䜑䛻䛻䛛䛛䛛䛛䜛䜛㈝㈝⏝⏝（（NN==8866））  
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㝖く）をみると、「一年の大༙を一⯡公開」が全体の

42.1％で᭱も多く、ఱらかの形で公開している住Ꮿがィ

78.6％に㐩する。公開≧ἣをᅗ㸰で示した当୺家族の居

住ሙ所との関ಀからみると、「୺ᒇに居住」しているሙྜ

であっても、59.2％が公開に応ࡌている。全体では「一

年の大༙を一⯡公開」の事例が᭱も多く約 42％を占める

が、「୺ᒇに居住」の事例には少なく、「㞄᥋のู住Ꮿ」

や「管理Ჷや㞳れ」に居住し、୺ᒇとは␗なる住Ꮿにᬽ

らすሙྜに多い傾向がみられる。 
 このように多くの住Ꮿが公開に応ࡌているが、公開し

ていると回⟅した 95 住Ꮿの内、「Ỵまったධ㤋ᩱをもら

っている」は 41.2％にとどまり、「ධ㤋ᩱをもらってい

ない」が 51％を占めた（ᅗ␎）。༙数以ୖがዲពで公開

に応ࡌていることが❚える注 10）。ᅗ 11 は、回⟅があった

住Ꮿについて、公開やദし物などの活用でᚓられる年㛫

཰ධと公開や活用のためにかかる費用ูに住Ꮿ数を示し

ている。公開・活用でᚓられる཰ධがない（Ṥどないྵ

ሙྜが回⟅住Ꮿの༙数を㉸える一方で、公開するた（ࡴ

めには、いくらかの費用がⓎ生していることが❚える。 
 ᅗ 12 は、㐣ཤ㸳年㛫⛬ᗘのうちに、有ᩱ・↓ᩱをၥ

わࡎ、一⯡見学以እの公開イベンࢺや重文民家の✵㛫活

用を行ったことがあるかをᑜࡡた⤖ᯝを示している。回

⟅のあった 100 住Ꮿについてみると、「学ᰯ等のᅋ体見

学や体㦂学⩦」が᭱も多く、全体の 47％を占めた。一⯡

見学以እに、重文民家の教育฼用には、多くの住Ꮿが༠

力していることがわかる。ついで「㡢ᴦ会や落ㄒ会、⤮

⏬や᭩㐨などの体㦂学⩦」が 26％を占める。一方、「見

学以እのイベンࢺや活用はしていない」は 27％であった。 
 この⤖ᯝを、保存会や࣎ࣛンティ࢔組織の有↓との関

ಀでみたとこࢁ、保存会や࣎ࣛンティ࢔組織を持つ重文

民家が少数である点を考៖するᚲ要があるが、保存会組

織を持つሙྜは「見学以እのイベンࢺや活用はしていな 

   

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図 1111  බබ㛤㛤䛷䛷ᚓᚓらら䜜䜜䜛䜛཰཰ධධ（（ୖୖ））ととබබ㛤㛤のの䛯䛯䜑䜑䛻䛻䛛䛛䛛䛛䜛䜛㈝㈝⏝⏝（（ୗୗ））  

        （（単単位位䠖䠖住住宅宅数数））  

図図 1122  㐣㐣ཤཤ 55 年年㛫㛫⛬⛬ᗘᗘ䛷䛷ののぢぢᏛᏛ௨௨እእののබබ㛤㛤䞉䞉άά⏝⏝のの実実᪋᪋（（NN==110000））  

表表䠕䠕  当当主主とと家家族族ららのの居居住住ᆅᆅととබබ㛤㛤状状況況  （（ୖୖẁẁ䠖䠖住住宅宅数数、、ୗୗẁẁ䠖䠖％％））  
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い」との回答が 17.6％、また「ಖᏑ఍➼はないが䝪䝷䞁䝔䜱䜰

⤌⧊あり」ではྠ䛨く16.7％あったのに対し、「ಖᏑ఍も䝪䝷䞁

䝔䜱䜰⤌⧊」もないሙྜは 32.3％であった（⾲ 10）。このことか

ら、所有者の高齢化がⴭしいことから、所有者ᐙ᪘だけでは

ぢᏛ以እのබ㛤䜲䝧䞁䝖やά用のᐇ᪋がᅔ㞴であるが、ಖ

Ꮡ఍などによる地ᇦのᨭ᥼があれ䜀、所有者の負担がない

⠊ᅖでのබ㛤やά用のさらなる可能性はあるのではないか

と⪃えられる。 

  

䠓䠓..  䜎䜎とと䜑䜑䠖䠖ಶಶேே所所᭷᭷重重文文民民家家のの኱኱つつᶍᶍಟಟ理理、、䛚䛚䜘䜘䜃䜃維維持持管管  

理理㈇㈇ᢸᢸ➼➼ののㄢㄢ㢟㢟とと⪃⪃ᐹᐹ  

  以上、ಶே所有重ᩥẸᐙの大規模修理、᪥常管理、බ

㛤䞉ά用に関わる費用負担のᐇែを示したが、そこからᚓら

れたㄢ㢟に対し、今後の方向性を⪃ᐹしたい。 

1）当主は 70 ṓ௦を୰ᚰに 60 ṓ以上がṤどを占め、ᑡே数 

で重文民家を維持管理している現≧がある。重文指定か

ら 40 年㹼50 年以ୖが経㐣し、Ṥどの住Ꮿで 1 ᗘ以ୖの

代᭰わりがⓎ生している。重文指定によって、その後、

子どもやᏞの世代まで維持管理の㈐ົが継続する。 
2)大規模修理工事では国や自治体の補助により、所有者

の負担は㏻常 10％以ୗになるが、」数回の大規模修理に

より所有者の負担⥲額が高額になるࢣーࢫがฟている。

大規模修理工事は工事費用⥲額が大きいので、高齢者が

多い所有者の負担を考៖すると、所有者の負担๭ྜのタ

定ࡔけではなく、費用負担⥲額のୖ㝈のタ定もᚲ要では

ないかと考えられる。 
3)ẖ年、ᜏ常的にかかる日常管理の費用も負担となって

いる。建物数が多いほど日常管理費もቑ加する。しかし、

日常管理への補助金は自治体により差␗が大きく、補助

金対応がⓙ↓の自治体もある。重文民家が所在する自治 
体に関わらࡎ、かかった費用に対し、一定⛬ᗘの補助金

がᚓられるような仕組みの᳨ウもᚲ要であࢁう。 
4)大規模修理をきかっけに、既にู住Ꮿに生活のሙを移

している所有者にとっては、日常の住まいではなくなっ

た重文民家の日常管理をどの⛬ᗘまで所有者のດ力で行

うかも、今後のḟ世代継承の中では考えていく࡭き課題 
とᛮわれる。 

 
 
 
 
 
 
5)80％近くの住Ꮿが公開に応ࡌているが、公開にも一定 
の費用がかかっている。例えࡤ、一定の日数以ୖの公開

をする住Ꮿには、ఱらかの補助を᳨ウするᚲ要があࢁう。

また、公開・活用を㐍めるには、高齢の所有者家族ࡔけ

では難しく、地域の支援がᚲ要と考えられる。 
  
重文指定から༙世⣖が経㐣する住Ꮿが多いなかで、重

文指定当ึとは所有者の生活の≧ἣがኚわっているほか、

㐣␯化の㐍行など、重文民家を支える地域社会の≧ἣも

大きくኚ化していると考えられる。今後、重文指定᫬の

当୺のᏞ世代、さらには᭯Ꮮ世代へと、㛗ᮇにわたって

重文民家を引き継いでいくためには、大規模修理、日常

管理、公開の経費などを⥲ྜ的に㛗ᮇ的な視野で維持管

理ィ⏬の見㏻しを立てることが重要とᛮわれる。さらに、

社会᝟ໃのኚ化に応ࡌて、継承者の事᝟を㋃まえた維持

管理方法の᳨ウ、費用負担の㍍ῶ⟇のさらなる᳨ウのほ

か、維持管理や修理ィ⏬についてᑓ㛛家に┦ㄯしやすい

体ไをᩚえることも重要と考える。 
 

࠙注㔘ࠚ 

1)文化庁の国指定文化財等デーࢱベーࢫでは、建造物の建築᫬ᮇによっ

て、近世以前と近代以㝆に分㢮している。2021 年 5 ᭶⟅⏦᫬点で、近

世以前の「民家」は 358 ௳である。近代以㝆については、民家は「住居」

(117 ௳)の中に分㢮される。そこには近代࿴㢼住Ꮿやὒ㤋等がྵまれ、

農家や町家形式の住Ꮿは一部である。 

2）約 40％は個人での維持管理ができなくなり、公有化されたもので、 

多くのሙྜは「ᪧࠐࠐ家住Ꮿ」というྡ⛠で࿧ࡤれている。自治体がも

との所在地で所有・管理する事例のほか、民家ᅬや㢼ᅵグのୣなどに移

築され、野እᒎ示物として活用されるものがある。 

3）文化庁では，平ᡂ 28 年ᗘ（2016）から「NPO 等による文化財建造

物管理活用の自立支援モデル᳨ウ事業」を実施している。これは，特定

㠀Ⴀ฼活ື法人や市民ᅋ体等が提᱌する文化財建造物の自立した維持

管理と積ᴟ的な活用をᅗる事業᱌のうち，実現性や具体性，自立的なⓎ

ᒎ性にඃれたものを㑅定して，文化庁の「自立支援事業」としてጤクし

て実施するものである。 

4）「特定㠀Ⴀ฼活ື法人 全国重文民家の集い」は、1977 年に重文民

家の所有者らによりタ立され、2007 年に特定㠀Ⴀ฼活ື法人となった。 
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ಖᏑ఍➼ࡾ࠶㸦��㸧 17.6 0.0 23.5 64.7 52.9 23.5 17.6 11.8 11.8 17.6

㸦�㸧ࡳの⧊⤌࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ 16.7 0.0 16.7 16.7 66.7 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7

ಖᏑ఍࣭࣎ࣛࣥ࡞࢔࢕ࢸし㸦��㸧 6.2 3.1 10.8 18.5 43.1 9.2 13.8 10.8 9.2 32.3

表表 1100  ಖಖᏑᏑ఍఍➼➼のの᭷᭷↓↓ととබබ㛤㛤状状況況    ((NN==8888、、単単位位％％))  
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国指定重要文化財の民家（␎⛠「重文民家」）の所有者有ᚿ（個人ཬࡧ

所有者が代⾲をົめる公┈財ᅋ法人等の所有・管理を一部ྵࡴ）が、᝟

ሗを஺᥮するとともに学㆑経㦂者や行ᨻと༠力し、また地域社会とも஺

ὶして、㈗重な建造物とその住文化をḟ代に継承することを目的に活ື

している。2022 年 5 ᭶᫬点で、全国の 120 住Ꮿがཧ加している。 

5）全国重文民家の集いの会員以እには、文化庁の国指定文化財等デ－

 。にグ㍕の重文民家の所在地ᐄに㏦௜したࢫ－ベࢱ

6）本調査は、2021 年 12 ᭶に大阪教育大学೔理ጤ員会の承ㄆをཷけて

実施した。 

7）ここでは、重文民家の所有者家族の中で、ᡞ୺にあたる者を当୺と

࿧ࢇでいる。 

8）例えࡤ国が工事⥲額の 85％、都㐨ᗓ┴㸳％、市町村㸳％のሙྜは、

所有者負担は㸳％となる。国 85％、都㐨ᗓ┴㸳％、所有者 10％のሙྜ

もある。 

9）文化庁の建造物保存修理等では、文化財建造物の修理を、建物を部

ᮦ༢఩に解体し、補修後また組立┤す解体修理等の「᰿本修理」と、ᒇ

᰿ⵌ᭰、部分修理、ሬ⿦などの「維持修理」に分㢮している。「᰿本修

理」には、建物の全部ᮦを解体して行う「解体修理」と、㍈部ᮦは解体

しない「༙解体修理」とがあり、解体にకう学術調査によって復ཎ等の

現≧ኚ᭦が行われるࢣーࢫもある。 

10）筆者らが全国重文民家の集い会員に⪺きྲྀりを行った⠊ᅖでは、ධ

㤋ᩱは 300 ෇㹼500 ෇⛬ᗘが多い（観光地に立地するሙྜは 700 ෇㹼

1000 ෇の事例もある）。ධ㤋ᩱをもらわない事例については、᮶㤋者数

が少ない、㐲方からゼࡡてきた見学者にධ㤋ᩱをもらいにくい、ධ㤋ᩱ

をもらうとࢺࢵࢣࢳやࣃンࢺࢵࣞࣇを用ពしなけれࡤならࡎ費用がか

かるなどの理⏤がᢕᥱされた。 
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態と課題 その 1  個人所有の重文民家の公開≧ἣ、日本建築学会大会

学術ㅮ₇᱾ᴫ集（஑ᕞ） 2016 年 8 ᭶、ྠ その 2 重文民家の水回

りの活用実態、ྠ その 3 行ᨻの支援と所有者が考えるᒎᮃ、ྠ そ

の 4 Ἀ⦖┴中村家住Ꮿに࠾けるワークショࣉࢵ 

7）全国重文民家の集い編著、『重文民家と生きる』、学ⱁฟ∧社、2003 

8）奈良文化財研究所、『木造建造物の保存修復のあり方と手法』、「➨㸱

❶ 住Ꮿ建築保存修復の考え方と手法」（大野敏ほか）、2003 

9）本✏は、ୗグのⓎ⾲内ᐜをⓎᒎさࡏたものである。 

碓田智子・中尾七重・栗本康代、個人所有重文民家に࠾ける維持管理費

用負担の≧ἣ、日本建築学会大会学術ㅮ₇᱾ᴫ集（໭ᾏ㐨）、2022  

10) 文化財保護法、➨ 1 ❶⥲๎、➨ 4 ᮲（国民、所有者等のᚰ構） 

࠙ㅰ㎡ࠚ 

本調査にࡈ助ゝをいたࡔきました全国重文民家の集い・調査࢙ࢪࣟࣉ

クࢳࢺ－࣒のⓙ様（高草ᩔ子Ặ、㐲山⚽史Ặ、୕田ᫀᏕẶ、中 ᑀẶ、

ᇼ ⣖ᘯẶ、ྜྷ村 㤶Ặ、ᨾ ዟ田ㅬ一Ặ）、ならࡧに࢔ンࢺ－ࢣ調査

の回⟅にࡈ༠力くࡔさった全国の重文民家の所有者のⓙ様方にཌく࠾

♩⏦しୖࡆます。 

な࠾、本調査は全国重文民家の集いの༠力のもと、JSPS-21K04436

の一部として実施しました。 
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